
別紙１－３ 事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  

１ 無限責任社員甲が有限責任社員となったときの課税関係 

会社法第５８０条第１項に規定する無限責任社員の責任は、持分会社（合名会社、合資会社又は

合同会社）が会社財産による債務の完済不能な場合に、当該持分会社の債務を他の無限責任社員と

連携して、債権者に対して負う責任とされています。 

この債務弁済責任は、同法第５８３条第３項及び第４項の規定に基づき、無限責任社員が有限責

任社員となったとしても、なお、社員変更登記後２年間は従前と同じ無限責任社員としての責任を

負うこととされています。 

したがって、無限責任社員甲が有限責任社員となったとしても、その時点で甲の従前の無限責任

社員としての責任である当社に係る債務弁済責任が消滅したとはいえないことから、原則として甲

に対し債務の引受け等による利益を受けたとしての贈与税及び所得税の課税関係は生じないものと

考えます。  

２ 社員変更登記後２年を経過したときの甲の課税関係 

会社法第５８３条第４項の規定によれば、有限責任社員となった甲が負っている従前の無限責任

社員としての責任は、社員変更登記後２年以内に請求又は請求の予告をしない当社の債権者に対し

ては、社員変更登記後２年を経過した時に消滅します。このことから、この時点で当社が債務超過

の状態の場合には、甲は債務を弁済する責任を負わないとする経済的利益を受けることになること

から、甲に対し所得税の課税が生じることとなると考えます。 

ただし、その経済的利益は、甲が他の無限責任社員である乙から与えられた利益である個人間の

贈与であると認められるときには、相続税法第９条に規定するみなし贈与の課税が生じることとな

るものと考えます。 

甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任は社員変更登記後２年を経過した時に

会社法第５８３条第４項の規定に基づき法的に消滅するものですが、合資会社は、無限責任社員と

有限責任社員とをもって組織され、無限責任社員は、合名会社の社員と同じく会社債務につき各社

員相互間で連帯して無限の責任を負うもので、社員相互間の人的信頼関係を基礎とする会社であり、

また、甲が無限責任社員から有限責任社員に変更するに当たって、合資会社として存続するため、

乙が有限責任社員から無限責任社員に変更する必要が生じ、そのため社員間の合意に基づき社員変

更登記をし、その結果、甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任が消滅する一方、

他の無限責任社員である乙は当社に係る債務について無限責任社員としての債務弁済責任を負うこ

とになることからしますと、甲の債務弁済責任の消滅は、乙から与えられた利益（債務の減少）と

考えられますことから、甲に対し相続税法第９条に規定するみなし贈与の課税が生じることとなる

と考えます。  


